
　

　 

◆廃止団体（８団体）
（財）長野県建設技能振興基金、（社）長野県地域開発公団
（財）長野県勤労者福祉事業団、（財）長野県公園公社、（社）長野県高圧ガス保安公社
（財）長野県漁業信用基金協会、（財）長野県学生寮、（社）長野県生乳検査協会

長野県出資等外郭団体見直しの経過

Ｈ16
Ｈ17
Ｈ18

（意見交換等）

（行政機構審議会へ報告・審議）

（Ｈ16．2）

（Ｈ16．9）

（Ｈ16．6）

（Ｈ15．12）

（意見交換等）

県出資等外郭団体のあり方に関する報告書

県の外郭団体の見直しについて（答申）

長野県出資等外郭団体「改革基本方針」（54団体） 県民に公表

（意見交換等）

廃止予定の６団体及び施設運営上の課題を有
する１団体の計７団体について個別に「改革実
施プラン」を検討
　　　　 　（具体的な改革スケジュールを盛り込む）

長野県出資等外郭団体「改革実施プラン」（７団体） 県民に公表

○外郭団体総点検の実施　（H14.5～10）
　（団体別に財務、事業、組織の状況を総点検）
○見直し方針の策定　（H14.11）
　（統廃合も含めた見直しの検討）

行政機構審議会

総点検結果の報告､見直し方針の審議

外郭団体見直しの諮問

○原則として県が出資・出捐している全ての団体
○未出資団体であっても、職員の派遣、反復・継続的財政支出など県行政と密接な関係を有する団体
　＜次のものは対象外＞
　　・県の出資比率が２５％未満の団体のうち民間放送局など民間が設立主体のもの
　　・全国規模の団体など事業活動が県域を越えるもの
　　・別途審議会を設けている「しなの鉄道」

（Ｈ14.7）

（Ｈ14.6～Ｈ17.6）

（Ｈ15.2～）見直し専門委員会の設置
　委員：学識経験者４名で構成
　役割：57団体の基本的方向（案）の策定等

外郭団体ごとの改革基本方針
（統廃合等）の検討

外郭団体ごとの改革方針の検討
（見直し専門委員会から助言を受ける）

外郭団体

各部局
出資・出捐者等

＜見直し対象団体＞

外郭団体

各部局
出資・出捐者等

外郭団体

各部局
出資・出捐者等
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